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B27M サブクラスＢ２７ＢからＢ２７Ｌに
分類されない木材の加工；特定の木製
品の製造 

1/00 サブクラスＢ２７ＢからＢ２７Ｌに分類さ

れない木材の加工，例．引張りによるもの

［２］ 

1/02 ・圧搾によるもの 

1/04 ・打ち抜きによるもの 

1/06 ・燃焼または黒焦げにするもの，例．加熱

線による切断（表面処理Ｂ４４Ｂ） 

1/08 ・多段階の工程によるもの［２］ 

3/00 特定の半仕上または仕上製品の製造または

修理（合板またはベニヤの製造，合板また

はベニヤから製品の製作Ｂ２７Ｄ；合板用

中心層の製造Ｂ２７Ｄ１／０６；くぎ打ち

またはステープル打ち機一般Ｂ２７Ｆ７／

００；たる製造または車輪製造用部材のも

のＢ２７Ｈ；倣い装置の形状Ｂ２３Ｑ） 

3/02 ・屋根部材，例．屋根板 

3/04 ・床張り部材，例．寄木張り板（他の材料

の裏打ちによる木製要素の組立Ｂ３２Ｂ，

例．Ｂ３２Ｂ３７／００） 

3/06 ・・寄木張り板を組合せまたは接合するこ

とにより組立てた床板 

3/08 ・特定形状の木製木ずりまたは帯状物 

3/10 ・プロペラ板 

3/12 ・木さく，階段，階段のがわげた，はしご

またはそれらの部品 

3/14 ・鉄道のまくら木 

3/16 ・工具の柄または工具，例．木製のつち 

3/18 ・家具 

3/20 ・靴型；靴，例．木ぐつ；靴の部品，例．

かかと 

3/22 ・運動具，例．ボーリングのピン，テニス

用ラケットの枠，スキー，かい 

3/24 ・家庭用器具，例．スプーン，えもん掛け，

洋服掛けくぎ 

3/26 ・喫煙用具，例．パイプ 

3/28 ・合せくぎまたはボルト 

3/30 ・糸巻 

3/32 ・先き細の棒，例．鉱山の支柱 

3/34 ・柔かにしなければ充分に曲げられない木

材または同質の材料のケース，トランク

または箱（くぎ打ちまたはステップル打

ち加工一般Ｂ２５Ｃ，Ｂ２７Ｆ；板紙，

紙，または類似の方法で加工できる材料

Ｂ３１Ｂ） 

3/36 ・・空包を一緒にしばりつけるための機械

および装置，例．針金で結束する箱の製

作用のもの 

3/38 ・ステッキまたは傘の棒状部材 

 


